
橋本市
お試し滞在支援事業
対象宿泊施設募集のご案内

一緒に橋本市を
盛り上げてくださる方

募集中

１.お試し滞在支事業とは？
今年度より橋本市では、移住希望者が移住を目的に市内の宿泊施設等に滞在して、
住まい探しや住環境の確認等を行う際に、滞在費の一部を助成する支援事業を実施します！

問い合わせ
橋本市シティプロモーション課
☎：0736-33-6106
✉：chiikisn@city.hashimoto.lg.jp

移住を検討する方々に移住後のイメージを膨らませて欲しいので、
皆様には、地域の情報や産品の情報などを伝えていただきたいです！

２.登録できる宿泊施設
下記の全てに該当するもの
（1）旅館業法に規定するホテル営業、旅館営業を行う施設
（2）市内に所在する宿泊施設
（3）宿泊施設周辺の住環境について案内ができ、かつ、市の移住促進事業に協力できる施設

３.登録方法
下記の書類を全て揃えて、橋本市役所シティプロモーション課へ提出してください
（1）お試し滞在支援事業対象施設登録申込書
（2）和歌山県の発行する旅館業法の許可証

協力いただきたいこと


